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Ⅰ．経緯・目的 

原子力規制委員会は、新規制基準適合性審査において、原子力発電所への火山影響を

適切に評価するため、平成２５年６月１９日に「原子力発電所の火山影響評価ガイド」1

（以下「火山影響評価ガイド」という。）を制定し、その一部を分かりやすさの観点から

記載の見直しを行い、令和元年１２月１８日に改正した。 

この火山影響評価ガイドでは、まず、原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出を

行い、次に、抽出された火山について、原子力発電所の運用期間における火山活動に関

する個別評価2を行う。この個別評価において、運用期間中に、設計対応不可能な火山事

象3が原子力発電所に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価した火山であっても、この

評価とは別に、監視対象火山4に対して、評価時からの状態の変化の検知により評価の根

拠が維持されていることを確認することを目的として、発電用原子炉設置者（以下「事

業者」という。）は、運用期間中の火山活動のモニタリングを行う。事業者は、モニタリ

ング結果を定期的に評価し、監視対象火山の活動状況を把握し、状況に有意な変化がな

いことを確認した上で、その結果を原子力規制委員会に報告している。また、事業者は、

モニタリングにより観測データの有意な変化を把握した場合には、状況に応じた判断・

対応を行うことになる。 

一方、この事業者の状況に応じた判断・対応とは別に、原子力規制委員会は、原子力

規制委員会設置法（平成２４年法律第４７号）第１４条の規定に基づき、原子炉安全専

門審査会に対して、「原子力規制委員会が策定する原子炉の停止等に係る判断の目安」に

ついて、調査審議を行うように指示をした5。原子炉安全専門審査会へ指示のあった上記

調査審議事項は、原子炉火山部会（以下「本部会」という。）へ付託され、その調査審議

を本部会で行うこととなった。 

本部会では、上記調査審議事項の検討を行う過程において、原子力規制委員会から指

示のあった目安とは、①平常時の火山活動とは異なる兆候を継続的に示している場合の

目安なのか、②「設計対応不可能な火山事象が、原子力発電所の運用期間中に影響を及

ぼす可能性が十分小さい」とする前提条件が失われた場合の目安なのか、という２つの

                                                   
1 「原子力発電所の火山影響評価ガイド」（令和元年１２月１８日改正、原規技発第 1912182 号、原子

力規制委員会決定） 
2 「火山活動の個別評価」は、設計対応不可能な火山事象が発生する時期及びその規模を的確に予測で

きることを前提とするものではなく、現在の火山学の知見に照らして現在の火山の状態を評価する

ものである。 
3 ここで対象とする「設計対応不可能な火山事象」とは、「火砕物密度流（特に、火砕流）」である。な

お、設計対応不可能な火山事象が原子力発電所に到達する可能性が十分小さいと評価できない場合

は、原子力発電所の立地は不適となる。 
4 第四紀に設計対応不可能な火山事象が原子力発電所の敷地に到達した可能性が否定できない火山を

監視対象火山という。 
5 「原子炉安全専門審査会への指示について（通知）」（平成２８年３月２５日、原規規発第 1603251

号、原子力規制委員会） 
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考え方ができることについて整理した。その結果、本部会は、現在の巨大噴火6に係る科

学的知見を考慮し、巨大噴火の前段階で何らかの前兆現象が生じることは想定されるも

のの、歴史記録として巨大噴火を経験しておらず、地質学的な情報を基にした研究が進

められている段階であり、原子炉の停止等に係る判断の目安となる前兆現象を明確に定

義することは困難であることから、現在の科学的知見で検討可能である、「平常時の火山

活動とは異なる兆候を継続的に示している場合の目安」であると考え方を整理した。そ

の上で、モニタリングにおける観測データに、過去からの長期的な傾向と比較して、大

きな変化が生じ、かつ、それが継続しているといった観測結果が得られた場合、「モニタ

リングの監視強化」を行うことを想定し、その判断に用いるための目安、すなわち、「観

測データに有意な変化があったと判断する目安」として調査審議を行うこととした。 

「観測データに有意な変化があったと判断する目安」は、定量的に定めるものではな

く、傾向の変化を重視しつつ、火山モニタリングにおいて観測されているデータの時空

間的変化に着目し、それらの急激な増減や消長、あるいは、傾向の著しい転換等の観点、

並びに、火山噴出物の組成（質的）変化の観点から検討した。その検討結果として、「観

測データに有意な変化があったと判断する目安」に該当するかどうかを判断するために

必要な監視項目及び確認事項をチェックリストとして取りまとめた。 

本部会は、平成２８年１０月１７日から令和２年３月６日までの合計８回開催し、「観

測データに有意な変化があったと判断する目安」の位置付け、検討方針、モニタリング

における監視項目について調査審議を行った。また、当該目安作成にあたり、監視項目

を抽出するため、比較的噴火規模の大きい国内外の火山活動に伴う観測事例7、九州電力

株式会社（以下「九州電力」という。）「川内原子力発電所及び玄海原子力発電所火山活

動のモニタリング評価結果」8、気象庁の火山情報9及び最近の科学的知見も参考とした。 

  

                                                   
6 「巨大噴火」とは、地下のマグマが一気に地上に噴出し、大量の大規模な火砕流となるような噴火で

あり、その規模として噴出物の量が数 10km3程度を超えるようなものをいう。 
7 比較的噴火規模の大きい国内外の火山活動に伴う観測事例として、ピナツボ（1991 年）、セントへレ

ンズ（1980 年）、エルチチョン（1982 年）、桜島（1914 年）及びクラカタウ（1883 年）を参考とし

た。 
8 九州電力は、川内原子力発電所原子炉施設保安規定及び玄海原子力発電所原子炉施設保安規定に基づ

き、火山活動のモニタリングに係る評価結果を毎年、原子力規制委員会へ報告している。なお、九

州電力が監視対象火山としているのは、阿蘇カルデラ、加久藤・小林カルデラ、姶良カルデラ、阿

多カルデラ及び鬼界の５つのカルデラ火山である。 
9 「気象庁の火山情報」とは、例えば、火山噴火予知連絡会資料や火山活動解説資料等である。 
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Ⅱ．観測データに有意な変化があったと判断する目安に係る検討 

１．観測データに有意な変化があったと判断する目安の位置付け 

ここでは、「観測データに有意な変化があったと判断する目安」の位置付けについて検

討した結果を示す。 

原子力規制委員会は、九州電力川内原子力発電所及び玄海原子力発電所の新規制基準

適合性に係る審査では、原子力発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価に

おいて、過去に巨大噴火を発生させたカルデラについては、噴火履歴の特徴及び地下構

造から、火山の現在の活動状況は巨大噴火が差し迫った状態ではない10こと等から、原子

力発電所の運用期間中に巨大噴火が発生する可能性は十分小さいと判断している。また、

運用期間中に考慮する最大規模の火山事象として、最後の巨大噴火以降の最大の噴火規

模（例えば、姶良カルデラの場合は、約 1.3 万年前に発生した VEI6 クラスの桜島薩摩噴

火）を考慮しても、設計対応不可能な火山事象が川内原子力発電所及び玄海原子力発電

所の敷地に到達する可能性は十分小さいと判断している。 

九州電力は、設置変更許可時に、原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能

な火山事象が原子力発電所に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価した火山であって

も、この評価とは別に、監視対象火山に対して、評価時からの状態の変化の検知により

評価の根拠が維持されていることを確認することを目的として、川内原子力発電所原子

炉施設保安規定及び玄海原子力発電所原子炉施設保安規定に基づき、火山活動のモニタ

リングに係る評価結果を毎年、原子力規制委員会へ報告している。当該報告では、カル

デラ火山を対象として、カルデラ周辺の広域的な地殻変動（基線長等の変化）と地震活

動（発生数や発生場所の変化）に着目し、それらが過去からの長期的な傾向と比較して、

大きく変化し、それが継続していないかどうかを GNSS 連続観測データや気象庁の一元化

震源データを収集・分析することにより確認している。 

以上のことから、モニタリングにおける観測データが、過去からの長期的な傾向と比

較して、大きな変化が生じ、かつ、それが継続しているといった観測結果が得られた場

合、「観測データに有意な変化があったと判断する目安」と考える。例えば、1914 年桜

島大正噴火規模(VEI4)程度の噴火が発生し、その後、観測データが想定される変化量を

超えて変化し、また、複数の監視項目の観測データにおいて、この変化が継続的に見ら

れることをもって、「観測データに有意な変化があったと判断する目安」に該当すると位

置付ける。 

 

                                                   
10 火山影響評価ガイドでは、「火山の現在の活動状況は巨大噴火が差し迫った状態ではない」ことの評

価に当たっては、現在の火山学の知見に照らした調査を尽くした上で、検討対象火山における巨大

噴火の活動期間、最後の巨大噴火からの経過時間、現在のマグマ溜まりの状況、地殻変動の観測デ

ータ等から総合的に評価を行うこととされている。 
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２．観測データに有意な変化があったと判断する目安の検討方針 

「観測データに有意な変化があったと判断する目安」を検討するにあたり、以下の３

つの方針を定めた。 

 

（１）検討方針１：モニタリングにおける監視項目の抽出と分類 

国内外の火山活動に伴う観測事例を参考とし、連続的にデータ取得を行うことが

できるかどうか、噴火時等のデータ取得に噴火時等の制限があるかどうかの可能性

の観点から、監視項目を、「①主な監視項目」及び「②その他の監視項目」に分けて

設定した。 

「①主な監視項目」については、過去３０年程度の間、継続的に観測データが取

得されているものの、火山の活動期間と比較するとわずかな期間であることから、

今後も継続して基礎データを連続して取得するとともに、状態変化を確認すべき監

視項目としている。 

「②その他の監視項目」については、連続的なデータ取得を行うことができるも

のではなく、噴火時に限られる等のデータ取得に制限はあるが、「①主な監視項目」

のみならず火山の状態を確認することができることから、監視項目としている。ま

た、地下構造は、状況に応じて調査を行う監視項目とする。 

 

① 主な監視項目：状態変化を把握できるように連続的にデータ取得を行う項目 

・「地震活動」 

・「地殻変動・地盤変動（GNSS、水準測量、衛星観測、傾斜計・伸縮計）」 

・「火山ガス・熱活動（表面活動）」 

② その他の監視項目：状況に応じて情報収集やデータ取得を行う項目 

・「噴出場所及び噴出物」 

・「噴火様式」 

・「地下構造」 

 

なお、公的機関の既存観測網によるデータの収集・分析に基づき、気象庁の火

山情報や公的機関の評価も行われているため、これらの情報も参考とする。 

 

（２）検討方針２：モニタリングにおける監視項目の評価視点 

火山モニタリングにおいて観測されているデータの時空間的変化に着目し、そ

れらの急激な増減や消長、あるいは、傾向の著しい転換等の観点、並びに、火山

噴出物の組成（質的）変化の観点から検討する。 
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（３）検討方針３：モニタリングにおける監視項目のデータの範囲 

監視項目を抽出するにあたり参考とした比較的噴火規模の大きい国内外の火山

活動に伴う観測事例、九州電力から提出される「川内原子力発電所及び玄海原子

力発電所 火山活動のモニタリング評価結果」を参考とする。また、気象庁の火山

情報及び公的機関の評価や、最新の科学的知見も参考とする。 

 

 ３．観測データに有意な変化があったと判断する目安に係る監視項目 

   「観測データに有意な変化があったと判断する目安」とは、モニタリングにおける観

測データに、過去からの長期的な傾向と比較して、大きな変化が生じ、かつ、それが継

続しているといった観測結果が得られた場合とした。Ⅱ．２．観測データに有意な変化

があったと判断する目安の検討方針に基づき、この目安を判断するために必要な監視項

目及び確認事項をチェックリストとして、表１及び表２として取りまとめた。 

「観測データに有意な変化があったと判断する目安」に該当するかどうかの判断につ

いては、気象庁の火山情報や公的機関の評価も参考とし、表１及び表２に取りまとめた

チェックリストとともに、以下の点にも留意して検討を行う。 

（１）単独ではなく複数の監視項目の観測データに有意な変化があるかどうか。 

（２）「①主な監視項目（地震活動、地殻変動・地盤変動（GNSS、水準測量、衛星観測、

傾斜計・伸縮計）、火山ガス・熱活動（表面活動））」及び「②その他の監視項目（噴

出場所及び噴出物、噴火様式、地下構造）」に有意な変化があるかどうか。 

 

４．火山部会の関与 

   本部会は、「観測データに有意な変化があったと判断する目安」に該当したかどうかを

整理した原子力規制委員会の事務局である原子力規制庁の判断を確認するとともに、必

要に応じて留意事項等を助言する。原子力規制庁は、本部会の助言を考慮した上で「観

測データに有意な変化があったと判断する目安」に該当したかどうかの判断を行う。 
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表１.「①主な監視項目」におけるチェックリスト 

監視項目 確認事項 

地震活動 □既往の構造性地震、火山性地震等の地震発生領域（震源分布）の拡大又は消滅、あるいは、新たな地震発生領

域の出現 

□地震発生数の急激な変化（増加又は減少） 

【解説】 

・既往の地震発生領域の時空間的変化に着目し、震源分布の拡大や消滅、新たな地震発生領域の出現を注視する。 

地殻変動・地盤変動（GNSS、

水準測量、衛星観測、傾斜計・

伸縮計） 

□GNSS 連続観測による基線長や上下変動の急激な傾向の変化（増加又は減少）、水準測量による地盤の上下変動

の急激な傾向の変化（隆起又は沈降） 

□既往の地殻変動とは異なる場所での地殻変動（GNSS、水準測量、衛星観測）の出現と急速な進展 

□傾斜計・伸縮計による地盤変動の急激な傾向の変化 

【解説】 

・GNSS 連続観測による基線長に、既往の増加（伸長）又は減少（短縮）傾向と比較して、それらに急激な変化が生じていないか時間変化

に着目する。 

・GNSS 連続観測による上下変動や水準測量に、既往の上下変動の傾向と比較して、それらに急激な変化が生じていないか、あるいは、こ

れまで変化が見られなかった場所での隆起及び沈降がないかを注視する。 

火山ガス・熱活動（表面活動） 

 

□既往の火山ガス放出場所の拡大又は消滅、あるいは、放出場所の出現（新たな火口や火道の形成など） 

□火山ガスの放出量に急激な傾向の変化（増加又は減少） 

【解説】 

・既往の火山ガス放出場所の拡大や消滅に着目し、新たな火口や火道の形成など、放出場所の変化に着目する。 
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表２.「②その他の監視項目」におけるチェックリスト 

監視項目 確認事項 

噴出場所及び噴出物 □既往の火口の拡大や消長、新たな火口や火道の形成 

□マグマ成分の物理的・化学的性質の変化（例えば、玄武岩質ないし安山岩質から流紋岩質への変化等） 

【解説】 

・例えば、阿蘇カルデラでは、阿蘇 4噴火の前にカルデラ周縁部において、高遊原溶岩等の噴出物が地質調査等により確認されており１）、

その化学組成は、それ以前の噴出物とは異なり、阿蘇 4 噴出物と同様に角閃石斑晶を含む１）。み、その化学組成は、阿蘇 4 噴出物ほど

ではないが珪長質に富んでいる２）。なお、この溶岩流出後、数 100 年の時間を経て爆発的な阿蘇 4 火砕流噴火が起きたと考えられてい

る３）。 

・マグマの急激な化学組成の変化は、今後の噴火活動の推移及び質的変化を判断する目安となる。 

・マグマ成分の物理的・化学的性質の急激な変化が生じたからといって、必ずしも巨大噴火の発生に直結するものではない。 

噴火様式 □噴煙柱高度が数十 km 程度のプリニー式噴火の発生と更なる活動拡大化の傾向 

【解説】 

・噴煙柱高度、噴火継続時間、噴出物の量等からの総合的な判断指標。 

地下構造 

 

□地震波速度構造や比抵抗構造により、地殻内に推定される低速度及び低比抵抗領域の拡大又は消滅、あるいは、

新たな低速度及び低比抵抗領域の出現 

【解説】 

・探査深度や分解能等の技術的課題や海域での調査の困難さはあるものの、まずは場として平常時の地下構造を把握しておく必要がある。

その上で、①主な監視項目における地震活動や地殻変動において、有意な変化の可能性がある場合、状況に応じて地下構造調査を行う。 

・地震波速度（Vp、Vs）及び比抵抗は、岩石の種類、流体の飽和度、温度及び圧力により変化するため、地下の流体や高温異常の空間分

布を把握するための重要な手掛かりとなる。一般に、低 Vp かつ高 Vp/Vs 領域は、マグマ等の流体の存在を示唆し、低 Vp かつ低 Vp/Vｓ

領域は、水の存在を示唆する（Nakajima et al.,2001）４）。また、比抵抗は、地震波速度と比較して、マグマ等の流体や水の存在に対

して感度は高いという長所はあるが、両者の区別を行うことが難しいという短所もある。 
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Ⅲ．まとめ 

本部会では、原子力規制委員会から指示のあった調査審議事項である「原子力規制委

員会が策定する原子炉の停止等に係る判断の目安」の位置付けを整理し、モニタリング

における観測データに、過去からの長期的な傾向と比較して、大きな変化が生じ、かつ、

それが継続しているといった観測結果が得られた場合、「モニタリングの監視強化」を行

うことを想定し、その判断に用いるための目安、すなわち、「観測データに有意な変化が

あったと判断する目安」として調査審議を行った。また、この目安に該当するかどうか

を判断するために必要な監視項目を「①主な監視項目」と「②その他の監視項目」とに

分けて整理するとともに、これらの監視項目における確認事項をチェックリストとして

取りまとめた。「①主な監視項目」は、今後も継続して基礎データを取得するとともに、

状態変化を確認すべき監視項目であり、「②その他の監視項目」は、連続的なデータ取得

を行うことができるものではなく、噴火時に限られる等のデータ取得に制限はあるが、

「①主な監視項目」のみならず火山の状態を確認することができる監視項目である。 

なお、本報告書で示した「観測データに有意な変化があったと判断する目安」に該当

するかどうか判断するための個々の監視項目及び確認事項のチェックリストについては、

科学的知見の蓄積に伴い、今後見直すこともあることを付記する。  
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